
　狂犬病予防注射を実施します

飼い犬には狂犬病予防注射（生後 91 日以上飼い犬には狂犬病予防注射（生後 91 日以上
の犬は毎年必ず１回）と登録が義務付けられの犬は毎年必ず１回）と登録が義務付けられ
ています。町では集合注射を実施しますのています。町では集合注射を実施しますの
で、日時と実施会場をよくご確認の上、余裕で、日時と実施会場をよくご確認の上、余裕
を持ってご来場ください。を持ってご来場ください。

日時    ◆ 4月11日㈫4月11日㈫
   ・　　① 9時30分～10時30分　　　① 9時30分～10時30分　
会場　 　 → 保健センター → 保健センター
　　　  ② 11時～11時30分 → 日影分館② 11時～11時30分 → 日影分館
　　　 　　　 ◆ 4月12日㈬ 4月12日㈬
　　　 ③ 9時30分～10時30分　　　　 ③ 9時30分～10時30分　
　　　 　 → 玉川トレーニングセンター北側　　　 　 → 玉川トレーニングセンター北側
　　　 ④ 11時10分～11時50分 → 建具会館　　　 ④ 11時10分～11時50分 → 建具会館

【 1 頭あたりの手数料】
◆ 注射のみ　注射のみ　3,500 円円

（注射料 2,950 円＋注射済票代 550 円）（注射料 2,950 円＋注射済票代 550 円）
◆ 未登録犬　未登録犬　6,500 円円

（注射料2,950円＋注射済票代550円＋登録料3,000円）（注射料2,950円＋注射済票代550円＋登録料3,000円）

※  登録していた犬が亡くなってしまった場※  登録していた犬が亡くなってしまった場
合も役場でのお手続きが必要です。合も役場でのお手続きが必要です。

※  個別で注射を打った犬も毎年注射済票の※  個別で注射を打った犬も毎年注射済票の
登録が必要です。獣医で受け取る注射済登録が必要です。獣医で受け取る注射済
証明書と注射済票代 550 円をお持ちに証明書と注射済票代 550 円をお持ちに
なって直接役場で登録をお願いします。なって直接役場で登録をお願いします。

問   建設環境課 環境担当 建設環境課 環境担当 ☎☎ 6565--08140814

　車検用納税証明書の郵送を
　廃止します
1月より軽自動車税に係る新システム（軽1月より軽自動車税に係る新システム（軽
JNKS）が開始されたことに伴い、車検時に納JNKS）が開始されたことに伴い、車検時に納
税証明書の提示が原則不要になります。そのた税証明書の提示が原則不要になります。そのた
め、軽自動車税（種別割）を口座振替で納付め、軽自動車税（種別割）を口座振替で納付
されていた方には、令和 5 年度から車検用納されていた方には、令和 5 年度から車検用納
税証明書を郵送しませんのでご了承ください。税証明書を郵送しませんのでご了承ください。
※ 車検用納税証明書が必要な場合は、税務課で発行※ 車検用納税証明書が必要な場合は、税務課で発行

の申請を受け付けています。の申請を受け付けています。
※ 二輪小型自動車（排気量 250cc 超）は対象外の※ 二輪小型自動車（排気量 250cc 超）は対象外の

ため、車検用納税証明書を郵送します。ため、車検用納税証明書を郵送します。

問   税務課 税務課 ☎☎ 6565--08110811

　インボイス制度説明会
消費税のインボイス制度や消費税の基本的な消費税のインボイス制度や消費税の基本的な
仕組みについての説明会を開催します。仕組みについての説明会を開催します。

日時     【東松山法人会会議室】
　　　  3 月 3 日㈮　10 時 30 分～12 時　　　  3 月 3 日㈮　10 時 30 分～12 時
 　　　  　　　 ※定員 20 名（事前登録制）※定員 20 名（事前登録制）
 　　　  　　　  【東松山市民文化センター第一会議室】
　　　  3 月16 日㈭　10 時 30 分～12 時　　　  3 月16 日㈭　10 時 30 分～12 時
 　　　  　　　 ※定員 40 名（事前登録制）※定員 40 名（事前登録制）

問  東松山税務署 東松山税務署
　　法人課税第 1 部門　　法人課税第 1 部門
　　 　　 ☎☎ 2222--09920992 【インボイス特設サイト】【インボイス特設サイト】

有効期限：2023年5月31日(水)

大人通常入館料

平日880円/土日祝980円
（ポイント会員）土日祝930円

スタッフ募集中！

●内容/受付・厨房・清掃
●時間/シフト制
　お気軽に相談可◎
●時給/987円～
＊未経験者歓迎！
＊お気軽にお電話下さい

広告

　 「きずなカフェ」を開催します

日時     3月16日㈭  13時30分～15時30分3月16日㈭  13時30分～15時30分

内容    講話とヨガ 講話とヨガ
　　　 【第一部】 講話「自分の心が元気で暮　　　 【第一部】 講話「自分の心が元気で暮

らし続けるために　～元気らし続けるために　～元気
回復行動プラン～」回復行動プラン～」

　　　 【第二部】 心身回復のためのヨガ（30　　　 【第二部】 心身回復のためのヨガ（30
分程度）分程度）

　　　　　　　   ヨガの道具を使い、楽な姿　　　　　　　   ヨガの道具を使い、楽な姿
勢で休息し、心身をゆるめ勢で休息し、心身をゆるめ
るヨガを行いまするヨガを行います。。

場所     保健センター保健センター

申込     事前予約が必要です（定員８名）事前予約が必要です（定員８名）

問   保健センター 保健センター ☎☎ 6565--10101010

　 と き が わ 町 市 民 農 園の
　 利 用 者 を 募 集 し て い ま す
町では、気軽に農業体験をできる施設として町では、気軽に農業体験をできる施設として
奥畑ふるさと農園（大字西平）を運営してい奥畑ふるさと農園（大字西平）を運営してい
ます。町内外問わずどなたでも利用できます。ます。町内外問わずどなたでも利用できます。
緑と清流に囲まれた農園で、野菜を育ててみ緑と清流に囲まれた農園で、野菜を育ててみ
ませんか。ませんか。

利  用  料     １区画につき年間 11,000 円 １区画につき年間 11,000 円
　　　　　　　（ 年度途中からの場合は月割り計算　　　　　　　（ 年度途中からの場合は月割り計算））

利用期間     利用開始～令和 6 年 3 月 31 日利用開始～令和 6 年 3 月 31 日
（5 年まで更新可）（5 年まで更新可）

利用区画    1 区画 50㎡1 区画 50㎡（最大 3 区画まで）（最大 3 区画まで）

問   産業観光課 産業観光課 ☎☎ 6565--15321532

 助成範囲 助成範囲　保険診療の自己負担分・入院時食事療養標準負担額　保険診療の自己負担分・入院時食事療養標準負担額

  対　　象対　　象　 ときがわ町内に住民登録があり、日本の健康保険制度に加入している、18 歳に達する　 ときがわ町内に住民登録があり、日本の健康保険制度に加入している、18 歳に達する
日以後の最初の 3 月 31 日までの子日以後の最初の 3 月 31 日までの子

■ 新たに対象となる方
 　 （中学校卒業～ 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで）

平成 17 年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1 日までに生まれた子の保護者は、こども医療費受給資平成 17 年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1 日までに生まれた子の保護者は、こども医療費受給資
格登録申請書、子の保険証の写しの提出が必要です。格登録申請書、子の保険証の写しの提出が必要です。
・令和 5 年 2 月下旬に申請書等をお送りしますので、期日までに手続きをお願いします。・令和 5 年 2 月下旬に申請書等をお送りしますので、期日までに手続きをお願いします。
・お手続きが完了した方には、令和５年 3 月下旬にこども医療費受給資格証をお送りします。・お手続きが完了した方には、令和５年 3 月下旬にこども医療費受給資格証をお送りします。

■ 現在、対象の方（0 歳から中学 3 年生まで）

手続きは必要ありません。手続きは必要ありません。
・ 0 歳～中学３年生（平成 19 年 4 月 2 日生まれ以降）の子の保護者に対しては、こども医療費受・ 0 歳～中学３年生（平成 19 年 4 月 2 日生まれ以降）の子の保護者に対しては、こども医療費受

給資格証の有効期限が 15 歳に達する日以後の 3 月 31 日までとなっているので、令和５年３月給資格証の有効期限が 15 歳に達する日以後の 3 月 31 日までとなっているので、令和５年３月
下旬に新しい受給資格証を送付する予定です。下旬に新しい受給資格証を送付する予定です。

問   福祉福祉課 課 ☎☎ 6565--08130813

令和 5 年 4 月 1 日から、こども医療費支給令和 5 年 4 月 1 日から、こども医療費支給
事業の対象を、『18 歳に達してから最初の 3事業の対象を、『18 歳に達してから最初の 3
月 31 日までの子』までに拡大します。月 31 日までの子』までに拡大します。

こども医療費こども医療費のの
対象年齢を対象年齢を
拡大します拡大します

私まで対象に !?
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